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総会ニュース

　このたび支部長に就任することになりました。

支部長就任にあたり、所感の一端を申し上げます。

　当支部は、昭和 23 年 3 月に、京都管内最初の当

時の京都労働基準局の外郭団体として創立し、平

成 26 年 4 月に公益社団法人京都労働基準協会下支

部と名称変更いたしました。今年で創立以来 74 年

という歴史を誇り、今日の隆盛があるのも、会員

の皆様方の並々ならぬご支援の賜であると拝察い

たしております。

　その歴史ある当支部の支部長という大役を再び

仰せつかることとなり、責任の重さに身の引き締

まる思いでございます。

　今後皆様のご協力を仰ぎながら、大役を無事務

めてまいりたいと存じますので、引き続きご指導、

ご支援賜りますようお願い申し上げます。

　さて、私どもを取り巻く経済環境は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響が続く中、基調としては

緩やかな回復をたどっており、先行きにつきまし

ても、経済社会活動の正常化が進む中で、各種政

策の効果もあって、この基調が続くことが期待さ

れています。一方で、ウクライナ情勢の長期化や

原材料価格の上昇、供給面での制約など下振れリ

スクには注意が必要です。

　雇用情勢につきましては、完全失業率は低下し、

就業者数が増加するなど持ち直しの動きがみられ

ます。

　企業が健全に成長し、永続的に発展していくた

めには、従業員の安全や健康に細心の注意を払い、

労働環境の維持・改善を怠ってはなりません。コ

ロナ禍により、在宅勤務をはじめとするテレワー

クの急速な普及や、その中でのコミュニケーショ

ンのあり方など、企業に求められる人事管理・労

務管理の内容は大きく変化しております。このよ

うな状況にあるからこそ、従業員を大切にし、従

業員が安心して働ける、働きがいのある職場づく

りを実現していく、そのような社会的な責任を果

たす企業が持続可能な企業として存在を認められ

ることになるのではないでしょうか。

　労働基準行政当局におかれましては、このよう

な環境を踏まえ、長時間労働の削減に向けた取り

組みの推進、多様な人材の活躍促進、ハラスメン

ト対策をはじめとして、労働災害の防止、労働者

の健康確保など、きめ細やかな行政運営に取り組

んでいただいております。

　当支部におきましても、京都下労働基準監督署

長様のご指導の下、労働基準行政の公正円滑な運

営に協力し、労働者の福祉の向上と産業の健全な

発展に寄与するという当支部の事業目的を果たす

べく、事業計画に取り組んでまいります。

　労働者一人ひとりがやりがい・働きがいをもっ

て仕事に取り組める職場づくりを目指して、事業

運営の更なる活性化に努めてまいりたいと考えて

おりますので、会員の皆様方には、引き続き積極

的に活動いただきますようお願い申し上げます。

　最後に、京都下労働基準監督署長様をはじめ行

政当局の皆様の変わらぬご指導、ご鞭撻をお願い

申し上げますとともに、会員の皆様方のますます

のご発展を祈念いたしまして、支部長就任の挨拶

とさせていただきます。

ご あ い さ つご あ い さ つ
公益社団法人京都労働基準協会　京都下支部

支 部 長 安井　幹也
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　支部長の挨拶（別掲）に引き続き、ご来賓の田中署
長から最新の労働行政の課題にふれたご祝辞（別掲）
をいただきました。

－議案審議－
　議事に入り、支部規約に基づき岩橋支部長が議長
となり、本総会の成立を確認の後、報告事項及び決議
事項の審議が行われました。　　
　まず、報告事項である「令和 3年度事業報告の内容
報告」及び「令和 4年度事業計画及び収支予算の内容
報告」について、事務局から一括して報告・説明があ
り、全員一致で確認されました。
　引き続き決議事項として、第 1号議案「令和 3年度
収支決算報告承認について」、第 2号議案「令和 4年
度支部運営委員の改選について」、第 3号議案「令和
4 年度公益社団法人京都労働基準協会通常総会代議
員の選任について」が上程され、いずれも提案通り、
満場一致で承認されました。
※情報交換会は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため開催されませんでした。

　5月 16 日（月）、公益社団法人京都労働基準協会京都下支部の令和 4年度通常総会が、京都経済セ
ンター 6階（会議室 6-C・D）に於いて、会員・ご来賓のご出席のもと開催されました。
　ご来賓として、京都下労働基準監督署長 田中敦史様と副署長の菅野将行様・川﨑慶介様のご臨
席を賜りました。また総会終了後には、監督署幹部（第 1方面～第 4方面主任監督官、安全衛生課長、
労災 1・2課長）の皆さま方にもご臨席いただき、ご紹介をさせていただきました。

令和 4年度
京都労働基準協会京都下支部 通常総会挨拶

支部長　岩橋　俊郎

　ただいま、ご紹介いただきました、支部長を務めさ
せていただいております京都銀行の岩橋でございま
す。
　通常総会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申
し上げます。
　会員各社の皆さまにおかれましては、本日はお忙
しいなか、本総会にご出席を賜り、誠にありがとうご
ざいます。
　また本日は、京都下労働基準監督署の田中署長様、
菅野副署長様、川﨑副署長様におかれましては、公務
ご多忙のなか、ご臨席を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
　さて、依然として新型コロナウイルス感染症の影
響が残る中、ウクライナ情勢やそれに伴う原油価格・
物価の高騰など、先行き不透明な状況が続いており
ます。
　働き方に関して言いますと、この２年間で在宅勤
務をはじめとするテレワークの急速な普及、その中
でのコミュニケーションのあり方など、企業に求め
られる人事管理・労務管理の内容は大きく変化して
おります。
　このような中、当支部では昨年度、「労働災害の防
止と労働者の健康確保のための事業の推進」「安全衛
生教育等の促進」「労務管理の向上のための事業の推
進」等、労働基準行政の施策に沿って積極的な事業運

–（公社）京都労働基準協会　京都下支部––（公社）京都労働基準協会　京都下支部–
令和4年度通常総会開催

岩橋支部長 田中署長 左から菅野副署長以下幹部職員の皆様方
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営を行ってまいりました。
　残念ながら一部の会議を中止とせざるを得ません
でしたが、会員各社の皆様方、また下支部の職員の皆
様のご支援、ご協力のおかげで、滞りなく進められま
したことを、この場をお借りして厚く御礼申し上げ
ます。
　今年度につきましても、感染対策には十分留意し
つつ、従来から取組んでおります「労働災害ゼロ」と、
従業員のやりがい、働きがいを重視した、「安心、安
全、 健康な職場づくり」に向けて事業運営の更なる
活性化に努めて参りたいと考えております。引続き
皆様のご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し
上げます。
　また、本日は通常総会と合わせまして、優良従業員
表彰式を執り行います。当支部では、昭和 35 年以来、
会員企業の従業員の中から、永年にわたって職務に
精励し、労働災害防止、労働衛生の推進に顕著な功績
を上げられた方々を表彰しております。
　本日、表彰をお受けになられる６名の皆様は、安全
と衛生の両面において、それぞれの職場でご活躍さ
れ、大きな功績を残された方々でございます。ご尽力
に改めて敬意を表しますとともに、本日の表彰を心
からお祝い申し上げます。
　以上、会員各社の皆様のますますのご隆盛、ご発展
をお祈り申し上げまして、簡単ではございますが、開
会の挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。

　

令和４年度
京都労働基準協会京都下支部 通常総会祝辞　

京都下労働基準監督署長　田中　淳史

　ご紹介いただきました京都下労働基準監督署の田
中と申します。
本日、京都労働基準協会京都下支部の通常総会が盛
大に開催されましたことを心からお慶び申し上げま
す。
　また、日頃から会員事業場の皆様に於かれまして
は、京都下労働基準監督署の行政運営に格別のご理
解とご協力を賜っておりますことを厚く御礼申し上
げます。
さて、今年度の京都下署で執り行うべき行政運営の
方針をかいつまんでご説明したいと思います。
　大きな柱として、「安全で健康に働くことができる
環境づくり」を目指して会員事業場の皆様方ととも
に取り組んでまいります。
　一点目に、職場における感染防止対策等の推進を
します。引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大
を防止するため、取り組みの周知を行います。
　二点目に、長時間労働の抑制を進めます。このため
に、労働時間の縮減等に取り組む事業者の皆様へ、引
き続き様々な形で支援を行います。
　三点目に、労働条件の確保・改善対策を進めます。
　四点目に、労働災害防止対策を進めます。また、産
業保健活動やメンタルヘルス対策の推進も併せて行
います。
　五点目に、迅速かつ公正な労災保険給付を行いま
す。
　今、申し上げたことを最重点施策として取り組ん
でいくことにより、労働者の皆様が健康で安全に働
け、自らの能力も十二分に発揮でき、企業活動がより
一層好転するよう、行政運営を進めてまいります。今
年度も引き続きご理解とご協力賜りますようお願い
申し上げます。
　結びにあたり、本日ご参集の会員事業場の皆様の
益々のご健勝と京都下支部の益々のご発展を祈念い
たしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。
本日は誠におめでとうございます。

総会ニュース京都下労基だより 2022.8.14



令和 3年度　事　業　報　告
（令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日）

年　月　日 年　月　日事　　　業　　　内　　　容 事　　　業　　　内　　　容場　　　所 場　　　所

令和
3． 4．  12

13

14

16

21

23

27

5. 　17

21

25

6.  　1

2

10

15

18

21

7.  　6

7

8

9

19 ～ 20

27

8.  　5

5

27

9.  　6

7 ～ 8

13

10.  　4

13

22

11.  　1

2

5

6

18 ～ 19

25

26

12.  　3

9

13

令和
4． 1．  11

11

13 ～ 14

17

25

31

2.  　7

8

21

3.  　8

11

14

15

会計監査

支部長・副支部長会議（優良従業員審査会 同時開催）

新入社員教育（市内 3 支部共催）

第 1 回支部運営委員会

［本部］令和 3 年度京都安全衛生大会 第 1 回実行委員会

支部長・副支部長 緊急会議

令和 3 年度通常総会（書面決議）議案書・決議書配布

　＊コロナウイルス感染症拡大防止のため書面決議に変更

［本部］第１回理事会　

令和 3 年度通常総会（書面決議）結果報告

※第 61 回優良従業員表彰（1 名）

［本部］令和 3 年度京都安全衛生大会 第 2 回実行委員会

第 37 回京都ゼロ災 3 か月運動 受付開始（期間：6/1 ～ 6/25）

　※運動期間：7/1（木）～ 9/30（木）

「京都下労基だより」264 号 編集委員会

ＫＹＴ職場活性化研修会（下単独）

［本部］令和 3 年度通常総会 （第 2 回理事会を含む）

・京都労働局長表彰『奨励賞』1 事業場

・公益社団法人京都労働基準協会長表彰『個人表彰』1 名

業種別「正・副」部会長 Web 会議

［本部］第１回京都労働安全衛生関係団体等連絡協議会

［本部］第 1 回支部事務局長会議

低圧電気取扱業務特別教育①（市内 3 支部共催）

低圧電気取扱業務特別教育②（市内 3 支部共催）

［近畿安全衛生技術Ｃ］衛生管理者等（出張特別試験）

職長等に対する安全衛生教育（京都上支部 共催）

安全管理者選任時教育（市内３支部共催）１日コース

「京都下労基だより」264 号発行

［本部］京都衛生管理者会 幹事会

「労務管理Ｗ eb セミナー」動画撮影（市内 3 支部共催）

　※動画配信期間：9/13（金）～ 10/11（月）

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育（出張講習）

職長等に対する安全衛生教育（京都南支部 共催）

［本部］第 2 回京都労働安全衛生関係団体等連絡協議会

［本部］令和 3 年度「京都産業保健セミナー」・「衛生管理者会総会」

「京都下労基だより」265 号 編集委員会

［本部］第 2 回支部事務局長 Web 会議

第 37 回京都ゼロ災 3 か月運動（7/1 ～ 9/30）達成結果

　達成率：453/465 事業場（97.4％）※非会員を含む

［本部］三部会合同会議

研削用といし取替え業務特別教育（市内 3 支部共催）

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　実技 ⇒

安全管理者選任時教育（市内 3 支部共催）

低圧電気取扱業務特別教育①（市内 3 支部共催）

低圧電気取扱業務特別教育②（市内 3 支部共催）

ＫＹＴ職場活性化研修会（市内 3 支部共催）

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

［本部］第 3 回京都労働安全衛生関係団体等連絡協議会

（同時開催）［陸災防］令和 3 年度第 1 回荷主等協議会

「京都下労基だより」265 号発行

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育（出張講習）

安全管理者選任時教育（市内 3 支部共催）

［本部］安全祈願祭

［本部］第 3 回支部事務局長 Web 会議

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育（市内 3 支部共催）

支部長・副支部長 WEB 会議（含む：優良従業員審査委員会）

第 2 回支部運営委員会（書面決議）議案書・決議書配布

第 2 回支部運営委員会（書面決議）結果報告

　＊コロナウイルス感染症拡大防止のため書面決議に変更

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育（出張講習）

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育（出張講習）

［本部］第４回京都労働安全衛生関係団体等連絡協議会

［本部］第 3 回理事会

〔ご参考〕コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった会議

・令和 3 年度 第 1 回京都下地域産業保健センター運営協議会

　［京都下地域産業保健センター］ 〔6 月〕

・令和３年度 京都安全衛生大会［本部］ 〔7 月〕

　（同時開催）安全衛生管理に係る局長表彰・協会長表彰式

・令和３年度 京都下産業保健連絡協議会［京都下労働基準監督署］ 〔11 月〕

　※「産業医・衛生管理者」研修（事業場職場巡視 等）

・京都下地域安全衛生セミナー〔11 月〕 

　（同時開催）「京都ゼロ災 3 か月運動」達成事業場 達成証交付式

・令和 3 年度 第 2 回京都下地域産業保健センター運営協議会

　［京都下地域産業保健センター］ 〔2 月〕

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

―

―

京都経済センター

―

京都経済センター

―

京都下労働基準監督署

池 坊 学 園 洗 心 館

京都産業会館ホール

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

み や こ め っ せ

ラ ボ ー ル 京 都

京都経済センター

―

京都経済センター

京都経済センター

―

京都経済センター

京都経済センター

池坊学園 こころホール

京都下労働基準監督署

京都経済センター

京 都 労 働 局

京都下労働基準監督署管内

京都経済センター

京都経済センター

三菱自動車工業㈱

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

―

―

京都経済センター

下 鴨 神 社

京都経済センター

京都経済センター

京都経済センター

―

―

―

―

京都経済センター

京都経済センター
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（単位：円）

公益事業１
(講習）

公益事業２
(広報）

公益事業共通
（会費）

小計 収益事業 法人会計
内部
取引
消去

合　　計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益

264 264
264 264

3,196,750 3,196,750 1,598,375 1,598,375 0 6,393,500
3,196,750 3,196,750 1,598,375 1,598,375 6,393,500

0 0 0 0 0
5,204,066 0 0 5,204,066 1,986,669 0 0 7,190,735
5,204,066 0 0 5,204,066 0 0 5,204,066

712,760 0 712,760
14,231 0 14,231

651,038 0 651,038
608,640 0 608,640

0 0 0 0 172,591 0 0 172,591
0 0 0 0 136 0 136
0 0 0 0 172,455 0 172,455

経常収益計 5,204,066 0 3,196,750 8,400,816 3,757,899 1,598,375 0 13,757,090
（２）経常費用

8,915,403 2,125,033 0 11,040,436 1,698,080 0 12,738,516
5,109,451 567,717 0 5,677,168 315,398 0 5,992,567

763,872 84,875 0 848,747 47,153 0 895,899
370,173 41,130 0 411,304 22,850 0 434,155
244,334 27,148 0 271,482 15,082 0 286,566
586,032 65,115 0 651,146 36,175 0 687,322

0 1,153,971 0 1,153,971 0 0 1,153,971
1,004,362 111,596 0 1,115,958 61,998 0 1,177,955

14,835 0 0 14,835 0 0 14,835
523,213 40,247 0 563,460 80,494 0 643,955
191,565 21,285 0 212,850 11,825 0 224,675
10,692 1,188 0 11,880 660 0 12,540
77,054 8,562 0 85,616 4,756 0 90,372

0 0 0 0 0 0 0
19,822 2,202 0 22,024 1,224 0 23,247

0 0 0 0 543,827 0 543,827
0 0 0 0 11,384 0 11,384
0 0 0 0 545,254 0 545,254
0 0 0 0 0 0 0

678,113 678,113
315,398 315,398
47,154 47,154
22,850 22,850
15,082 15,082
36,175 36,175
61,999 61,999

160,990 160,990
11,825 11,825

660 660
4,756 4,756

0 0
1,224 1,224

経常費用計 8,915,403 2,125,033 0 11,040,436 1,698,080 678,113 0 13,416,629
△ 3,711,337 △ 2,125,034 3,196,750 △ 2,639,621 2,059,819 920,262 0 340,461

評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常増減額 △ 3,711,337 △ 2,125,034 3,196,750 △ 2,639,621 2,059,819 920,262 0 340,461

２．経常外増減の部
（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0
（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 3,711,337 △ 2,125,034 3,196,750 △ 2,639,621 2,059,819 920,262 0 340,461
一般正味財産期首残高 25,282,710
一般正味財産期末残高 25,623,171

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0
指定正味財産期首残高 0
指定正味財産期末残高 0

Ⅲ　正味財産期末残高 25,623,171

評価損益等調整前当期経常増減額

諸 謝 金
租 税 公 課
諸 会 費
支 払 負 担 金
会 議 費
雑 費

福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
消 耗 品 費
賃 借 料

給 料 手 当

諸 謝 金
租 税 公 課
諸 会 費
支 払 負 担 金
会 議 費
雑 費
講 習 テ キ ス ト 等 購 入 費
月 刊 誌 購 入 費
安 全 週 間 等 用 品 購 入 費
研 修 費

管 理 費

保 険 料

福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
賃 借 料

給 料 手 当

協 力 会 員 会 費
事 業 収 益

講 習 会 収 益
安 全 週 間 等 用 品 取 扱 収 益
月 刊 誌 取 扱 収 益
講 習 テ キ ス ト 取 扱 収 益
そ の 他 の 事 業 収 益

雑 収 入
受 取 利 息
雑 収 益

事 業 費

正 会 員 会 費

正正味味財財産産増増減減計計算算書書（（下下支支部部））
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科        目

受 取 会 費

特 定 資 産 運 用 益
特 定 資 産 受 取 利 息

総会ニュース京都下労基だより 2022.8.16
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  京京  都都  下下  支支  部部  事事  業業  計計  画画  

 

１１  令令和和４４年年度度支支部部事事業業運運営営のの基基本本方方針針  

京都下支部会員事業場の健全な事業の発展に寄与するため、京都下労働基準監督署等、 

   関係行政機関及び関係諸団体との連携を図りつつ、労働基準法、労働安全衛生法を始め 

とする労働行政関係法令及びその告示、指針、通達等に基づき、労働災害の防止、労働 

者の健康の確保及び労務管理の向上等に係る事業を実施します。 

特に、これらの事業を効率的、かつ、効果的に推進するため、京都市内における他の 

２支部（京都上支部・京都南支部）と連携し、事業の運営体制を強化します。 

 

２２  令令和和４４年年度度支支部部事事業業計計画画  

概要は次のとおりとし、詳細については別途定めます。 

（１）労働災害の防止と労働者の健康の確保のための事業の推進 

   ① 第 13次労働災害防止計画（2018年～2022年の 5年間）の最終年を迎えるにあたり、 

    達成に向けた労働災害防止と心とからだの健康づくりのための啓発活動を推進する。 

   ② 全国安全週間、全国労働衛生週間及び年末年始無災害運動等の啓発活動を実施する。 

③ 京都ゼロ災３か月運動の周知を図る。 

（２）安全衛生教育等の促進 

   ① 安全衛生推進者養成講習を実施する。 

   ② 職長教育、KY（危険予知）教育、特別教育などの各種安全衛生教育を実施する。 

   ③ 業種別部会による優良事業場の見学会ならびに各種研修会（WEB開催を含む）を実施 

する。 

（３）労務管理向上のための事業を推進 

   ① 機関誌、定期便ならびに E-mailを活用し、労務管理に係る情報を随時提供する。 

   ②  労働行政関係法令等に係る研修会（WEB開催を含む）を開催する。 

   ③  労務管理、安全衛生管理及び労働保険業務等の相談に対応する。  

（４）広報活動 

   ① 京都労働局からの各種情報（通達等）を E-mail配信により周知徹底を図る。 

②  機関誌「京都下労基だより」を年２回発行する。 

   ③ 定期便を毎月送付する。 

   ④ 京都下支部ホームページの充実を図る。 

（５）各種用品等の斡旋及びＤＶＤの貸出し 

   ◎ 図書・用品・ＤＶＤ等の斡旋ならびに貸出用ＤＶＤの充実を図る。 

（６）その他 

◎ 京都下地域産業保健センター、京都下産業保健連絡協議会が開催する産業保健 

活動への支援を行う。 

◎ 京都産業保健総合支援センターが開催する産業保健研修会の支援を行う。 

総会ニュース京都下労基だより 2022.8.18



・京都下労基だより発行（1/ 上旬）
・安全衛生推進者養成講習（1/12 ～ 13）
・第 2 回 支部長・副支部長会議（2/16）
・第 2 回 支部運営委員会（2/24）

・京都ゼロ災 3 か月運動（7/1 ～ 9/30）
・フルハーネス型安全帯使用特別教育（7/6）
・京都安全衛生大会（7/8）於：ロームシアター
　※局長表彰・労働基準協会長表彰〔同時開催〕

・低圧電気取扱業務特別教育（① 7/28, ② 7/29）
・京都下労基だより発行（8/ 上旬）
・職長等教育（9/8 ～ 9）
・ＫＹＴ研修（9/22）

・会計監査（4/8）
・第 1 回 支部長・副支部長 WEB 会議（4/13）
　※優良従業員審査会 〔同時開催〕

・新入社員教育（4/14） 
・第 1 回 支部運営委員会（4/18）
・通常総会（5/16）
　※第 62 回優良従業員表彰式

・職長等教育（5/30 ～ 31）
・編集委員会（6/ 上旬）
・安全管理者選任時研修（6/2 ～ 3）
・ＫＹＴ研修（6/10）
・業種別正副部会長会議 （6/17）
・本部通常総会（6/21）
・安全衛生推進者養成講習（6/29 ～ 30）

・編集委員会（10/ 上旬）
・京都産業保健セミナー（10/6）於：池坊学園
　※衛生管理者会総会 同時開催

・第 81 回 全国産業安全衛生大会 2022 in 福岡 
（10/19 ～ 21）

・研削砥石取替えなど特別教育（11/4 ～ 5）
・京都下地域安全衛生セミナー（11/15） 
　※京都ゼロ災 3 か月運動達成之証交付式  同時開催 
・安全管理者選任時研修 （11/1 ～ 2）
・低圧電気取扱業務特別教育

（① 11/24,  ② 11/25）
・ＫＹＴ研修 （12/2）
・フルハーネス型安全帯使用特別教育（12/9）

第1・四半期（4月〜6月）

第2・四半期（7月〜9月）

第3・四半期（10月〜12月）

第4・四半期（1月〜3月）

◎新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、会議を書面決議に変更する場合や講習等を延期する場合があります。
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（単位：円）

公益事業１
(講習）

公益事業２
(広報）

公益事業共通
（会費）

小計 収益事業 法人会計
内部
取引
消去

合　　計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益

0 0 0 0 1,320 0 0 1,320
0 0 0 0 1,320 0 0 1,320

3,200,000 3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 6,400,000
3,200,000 3,200,000 1,600,000 1,600,000 6,400,000

0 0 0 0 0
5,500,000 0 0 5,500,000 2,024,500 0 0 7,524,500
5,500,000 5,500,000 0 0 5,500,000

750,000 0 750,000
14,500 0 14,500

660,000 0 660,000
0 600,000 0 600,000

0 0 0 0 50,190 0 0 50,190
0 0 0 0 50,000 0 50,000
0 0 0 0 190 0 190

経常収益計 5,500,000 0 3,200,000 8,700,000 3,676,010 1,600,000 0 13,976,010
（２）経常費用

8,548,352 2,030,928 800,000 11,379,280 1,714,560 13,093,840
4,860,000 540,000 0 5,400,000 300,000 0 5,700,000

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

810,000 90,000 0 900,000 50,000 0 950,000
405,000 45,000 0 450,000 25,000 0 475,000
243,000 27,000 0 270,000 15,000 0 285,000

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

81,000 9,000 0 90,000 5,000 0 95,000

0 0 0 0 0 0 0
0 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000
0 0 0 0 0 0 0

972,000 108,000 0 1,080,000 60,000 0 1,140,000
10,000 0 0 10,000 0 0 10,000

520,000 40,000 0 560,000 80,000 0 640,000
259,200 28,800 0 288,000 16,000 0 304,000
10,692 1,188 0 11,880 660 0 12,540
40,500 4,500 0 45,000 2,500 0 47,500

307,800 34,200 0 342,000 19,000 0 361,000
29,160 3,240 0 32,400 1,800 0 34,200

0 0 0 0 528,000 0 528,000
0 0 0 0 11,600 0 11,600
0 0 0 0 600,000 0 600,000
0 0 800,000 800,000 0 0 800,000

654,960 654,960
300,000 300,000

0 0
0 0

50,000 50,000
25,000 25,000
15,000 15,000

0 0
0 0

5,000 5,000
0 0
0 0
0 0

60,000 60,000
0 0

160,000 160,000
16,000 16,000

660 660
2,500 2,500

19,000 19,000
1,800 1,800

経常費用計 8,548,352 2,030,928 800,000 11,379,280 1,714,560 654,960 0 13,748,800
△ 3,048,352 △ 2,030,928 2,400,000 △ 2,679,280 1,961,450 945,040 0 227,210

評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常増減額 △ 3,048,352 △ 2,030,928 2,400,000 △ 2,679,280 1,961,450 945,040 0 227,210

２．経常外増減の部
（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0
（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 3,048,352 △ 2,030,928 2,400,000 △ 2,679,280 1,961,450 945,040 0 227,210
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

令令和和44年年度度　　正正味味財財産産増増減減予予算算書書
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

科        目

受 取 会 費
正 会 員 会 費

特 定 資 産 運 用 益
特 定 資 産 受 取 利 息

協 力 会 員 会 費
事 業 収 益

講 習 会 収 益
週 間 等 用 品 取 扱 収 益
月 刊 誌 取 扱 収 益
講 習 テ キ ス ト 取 扱 収 益
そ の 他 の 事 業 収 益

雑 収 入

受 取 利 息

事 業 費
給 料 手 当

雑 収 益

臨 時 雇 賃 金
退 職 給 付 支 出
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
消 耗 什 器 備 品 費

消 耗 品 費

修 繕 費
印 刷 製 本 費
光 熱 水 料 費
賃 借 料
保 険 料
諸 謝 金
租 税 公 課
諸 会 費
支 払 負 担 金
会 議 費
雑 費
講 習 テ キ ス ト 等 購 入 費
月 刊 誌 購 入 費
週 間 等 用 品 購 入 費
研 修 費

管 理 費
給 料 手 当
臨 時 雇 賃 金
退 職 給 付 支 出
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
消 耗 什 器 備 品 費
消 耗 品 費
修 繕 費
印 刷 製 本 費
光 熱 水 料 費

会 議 費
雑 費

評価損益等調整前当期経常増減額

賃 借 料
保 険 料
諸 謝 金
租 税 公 課
諸 会 費
支 払 負 担 金
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役　員　名　簿

支 部 長　（株）京都銀行
副支部長　関西電力送配電（株）京都支社 
　 〃 　　日本板硝子（株）京都事業所
　 〃 　　（株）中央倉庫

会計監査　日東薬品工業（株）
会計監査　タキイ種苗（株）
事務局長　尾本幸三郎

令和 4 年度改選

部会名 部会名役 員 役 員

金属機械

部会

電器部会

化学・紙

印刷部会

建設部会

一般部会

タクシー

部会

運輸倉庫

部会

商業部会

部 会 長

副部会長

部 会 長

副部会長

部 会 長

副部会長

副部会長

副部会長

会計監査

部 会 長

副部会長

副部会長

部 会 長

副部会長

副部会長

副部会長

会計監査

部 会 長

副部会長

副部会長

部 会 長

副部会長

部 会 長

副部会長

電話番号 電話番号

ダイハツ工業（株）本社（池田） ・京都（大山崎）工場

福田金属箔粉工業（株）

（株）カシフジ

旭光精工（株）

（株）椿本チエイン

三菱ロジスネクスト（株）

メテック（株）

（株）ヤマシナ

（株）GS ユアサ

ヌヴォトン テクノロジージャパン（株）

（株）砂﨑製作所

（株）堀場製作所

三菱電機（株）京都製作所

日本新薬（株）

積水化学工業（株）生産基盤強化センター

三菱製紙（株）京都工場

（株）松井色素化学工業所

三洋化成工業（株）

（株）松風

レンゴー（株）新京都事業所

日東薬品工業（株）

水野建設（株）

（株）安井杢工務店

（株）きんでん　京都支店

（株）田中工務店

京阪ホテルズ＆リゾーツ（株）

日本板硝子（株）京都事業所

関西電力送配電（株）京都支社

宝ホールディングス（株）

タキイ種苗（株）

彌榮自動車（株）

帝産京都自動車（株）

洛東タクシー（株）

銀鈴タクシー（株）

ひがし都交通（株）　

都タクシー（株）

日本通運（株）京都支店

京都通運（株）

京阪バス（株）

（株）中央倉庫

（株）ワコール

京都信用金庫

（株）京都銀行

（株）大丸松坂屋百貨店 大丸京都店

（株）近鉄・都ホテルズ ウェスティン都ホテル京都

京都中央信用金庫

京都トヨペット（株）

京都丸紅（株）

東レコーテックス（株）

（支部運営委員）8 部会　47 名　　　（会計監査）2 名

956-1141

581-2161

691-9171

932-2141

956-0200

956-8605

661-4901

591-2131

316-3127

951-8151

581-1151

313-8121

958-3069

321-9111

662-8541

951-1181

594-5613

541-4321

561-1913

954-2121

921-5344

312-0431

933-0012

634-6500

681-9556

361-3225

934-8219

344-7406

241-5116

365-0123

841-6261

691-8161

581-1138

681-8701

501-8800

671-6101

371-3141

371-9101

682-2305

321-9133

682-1012

211-2111

361-2279

241-6969

771-7152

223-8294

341-8141

342-3332

691-5191

事業場名 事業場名
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総会ニュース

 第 62 回 
優良従業員表彰式

　第 62 回公益社団法人京都労働基準協会京都下支部『優良従業員表彰式』が、通常総会の議事終了後に

執り行われました。

　式典では、永年に亘り現場指導の職務に従事され、事業の発展に貢献された 2 名と、労働災害防止活

動の向上に努められた 4 名の計 6 名に、岩橋支部長より表彰状と記念品が手渡されました。

（株）ＧＳユアサ 深野 実 様

ダイハツ工業（株）京都（大
山崎）工場　小池広敏 様

トクデン（株）辻本正裕 様

彌榮自動車（株）金田正勝 様

メテック（株）中村由美子 様

彌榮自動車（株） 小野惠三 様

【受賞者のみなさん】

京都下労基だより 2022.8.112



上野美智子

（令和４年４月１日）

田中　淳史

菅野　将行
國枝　雅史

山田　浩二

大上　一正

株本　　直

芦田　知子 南都　由紀
徳田　一彦

山崎　美子
伊勢本浩平

木村　仁美
伊吹　真夢
瀧藤　親教

赤松　義浩

吉田　法義

向山　利佳

川﨑　慶介 藤原　美佳

副署長

副署長

署　長

労災第一課長

第一方面主任監督官
特別監督官

第二方面主任監督官

第三方面主任監督官

第四方面主任監督官

安全衛生課長

業務課長（命）補償課長

労災第二課長

再監

監

監

監

監

監

監

監 監
監
監
監

監

監
監

事
大秦　陽乃

大橋　憲人

池田　朋隆

給付調査官

事
長谷川朋輝事

藤田　智史事

事
監

笹森裕美子

宮崎　孝亮

安東　朱美

認定調査官

補償係長

事
小林　航大事

事

事

事

事

再

令和 4年度　人事異動【転入者（署内異動者を含む）】

副 署 長

第二方面主任監督官

第三方面主任監督官

第四方面主任監督官

第一方面特別監督官

第一方面労働基準監督官

第二方面労働基準監督官

第四方面労働基準監督官

安全衛生課　労働基準監督官

業務課長（命）補償課長

労災第一課　給付調査官

労災第一課　厚生労働事務官

労災第一課　厚生労働事務官

労災第二課　認定調査官

労災第二課　補償係長

労災第二課　厚生労働事務官

川﨑　慶介（局総務課　課長補佐） 

株本　　直（上署　安全衛生課長）

大上　一正（舞鶴署　監督・安衛課長）

國枝　雅史（上署　労災第一課）

徳田　一彦（上署第一方面　特別監督官） 

南都　由紀（新規採用）

伊吹　真夢（新規採用）

赤松　義浩（下署第一方面）

伊勢本　浩平（丹後署　監督・安衛課）

向山　利佳（南署労災第一課　給付調査官）

大秦　陽乃（上署労災第一課　給付調査官）

大橋　憲人（京都七条公共職業安定所　雇用保険適用課雇用継続給付係）

藤田　智史（下署労災第二課）

笹森　裕美子（局総務課　人事係長）

安東　朱美（新規採用）

宮崎　孝亮（南署　労災第一課）

※（　）内は異動前の役職等
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第二方面主任監督官
株 本 　 直

　4 月 1 日付けで京都上労働基準監督署から転任して
まいりました。
　京都下署は初めての勤務になります。
　働き方改革が進められる中で、過重労働による健康
障害防止などを重点として業務を進めてまいります。
少しでも皆様のお役に立てるように努めてまいります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。

第四方面主任監督官
國 枝 雅 史

　4 月 1 日付で京都上労働基準監督署から異動してま
いりました。
　京都下署では初めての勤務となります。
　働き方改革関連法の施行開始から 4 年目となり、適
用が猶予されていた項目についても施行や適用が迫っ
てきています。労働環境が日々変化する中で、皆様の
お役に立てるように、丁寧な説明に努めてまいります
ので、よろしくお願いいたします。

　舞鶴労働基準監督署から異動してまいりました。
　環境変化（感染症、ロシアのウクライナ侵略）や構
造的課題（資源価格高騰、少子高齢化）など、難局が
複合的に押し寄せている状況のなかではありますが、
働き方改革の推進に対応する労務管理が求められてい
ます。
　皆様のお悩みについて、法令の趣旨や内容を十分に
理解していただけるよう、わかりやすい説明に努めま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

第三方面主任監督官
大 上 一 正

　京都労働局総務課から異動してま
いりました。京都下署では 5 年ぶり

5 回目の勤務となります。3 年ぶりの労災補償業務で
すが、新型コロナウイルス感染症に係る請求の多さに
驚いています。迅速・公正な労災保険給付に努めます
ので、労災保険業務及び労働保険業務の円滑な運営に
ついて、ご理解とご協力をいただきますようよろしく
お願いいたします。

副署長
川 﨑 慶 介

赴任者の抱負

第一方面　特別監督官
徳 田 一 彦

　4 月 1 日付けで京都上労働基準監督署より異動して
きました。京都下署での勤務は初めてです。労働環境
は刻々と変化しておりますが、懇切丁寧な対応を心掛
け、皆さまのお役に立てるよう微力ながら努めてまい
りますので、よろしくお願いいたします。

業務課長（命）補償課長
向 山 利 佳

京都南署から異動してまいりました。
労災補償、労働保険を担当しており

ます。
　迅速適正な給付、丁寧な説明に努めてまいります。
　どうぞよろしくお願いいたします。

京都下労基だより 2022.8.114



赴任者の抱負

労災第一課　厚生労働事務官
大 橋 憲 人

　令和 4 年 4 月 1 日付で京都七条公共職業安定所雇用
保険適用課より人事交流で異動して参りました。
　労災保険業務は雇用保険業務とは違った難しさがあ
り、日々勉強に励んでいます。力不足の部分もあるか
と思いますが、皆様のお役に立てるよう頑張りますの
でよろしくお願いいたします。

　4 月 1 日付けで、京都労働局総務課から異動してま
いりました。
　労災業務は 2 年ぶりとなりますが、日々精進し、微
力ながら皆様のお役に立てるよう業務に励む所存で
す。
　どうぞよろしくお願いいたします。

労災第二課　労災認定調査官
笹 森　 裕 美 子

労災第二課　補償係長
安 東 朱 美

　このたび 4 月 1 日付けで採用され、京都下労働基準
監督署労災第二課に着任いたしました。不慣れな点も
ありますが、少しでも早く皆様のお役に立てるよう尽
力して参ります。何卒、よろしくお願いいたします。

　4 月 1 日付けで京都南労働基準監督署から転任して
まいりました。
　労災に遭われた労働者様に迅速な給付ができるよう
精進していく所存でございますのでご指導ご鞭撻のほ
どよろしくお願いいたします。

労災第二課　厚生労働事務官
宮 崎 孝 亮

　適正な給付と丁寧な対応に努めてまいります。
　どうぞよろしくお願いいたします。

労災第一課　労災保険給付調査官
大 秦 陽 乃

　4 月 1 日付けで丹後労働基準監督署から異動して参
りました。
　京都下署での勤務も安全衛生課への配属も初めてと
なります。
　力不足の部分が多いかと思いますが、自己研鑽を重
ね、皆様のお役に立てるよう努めて参ります。
　どうぞよろしくお願いいたします。

安全衛生課　労働基準監督官
伊 勢 本　 浩 平

第二方面　労働基準監督官
伊 吹 真 夢

　4 月より、新任監督官として配属されました。
　まだ手探りではありますが、少しでも早く皆様のお
役に立てるよう尽力いたしますので、御指導ご鞭撻の
ほど、何卒、よろしくお願いいたします。

第一方面　労働基準監督官
南 都 由 紀

　4 月より、新任監督官として京都下労働基準監督署
に配属されました。
　至らない点ばかりでご迷惑をおかけすると思います
が、日々勉強に励み、一日も早く皆様のお役に立てる
よう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
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全国安全週間

　令和４年度京都安全衛生大会が、7 月 8 日（金）午後 1 時 15 分より、左京区岡崎にあるロー
ムシアター京都 サウスホールに於いて、京都府下全域よりお越しいただいた参加者 511 名
のもと、四年ぶりに開催されました。
　はじめに、大会主催者を代表して、（公社）京都労働基準協会の坂本会長による挨拶があ
り、つづいて京都労働局赤松局長の主唱者挨拶の後、ご来賓である（一社）京都府医師会
の松井会長から祝辞を受けました。
　次に、安全衛生管理に係る厚生労働大臣表彰（奨励賞）、京都労働局長表彰（優良賞・奨
励賞・功績賞）ならびに京都労働基準協会長表彰（事業場表彰・個人表彰）の式典が執り
行われました。
　その後、エムエムシーツ―リング㈱京都工場の牧工場長による活動事例発表があり、京
都労働局労働基準部の高木健康安全課長からは『安全衛生行政の課題と対策』と題し、基
調講演がありました。
　そして、『企業経営に災害文化を反映する』という演題で、関西大学特別任命教授の河田
惠昭氏による特別講演がありました。最後は（一社）日本クレーン協会京都支部の荒木支
部長による閉会挨拶により幕が閉じられました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

② 事例発表 ③ 基調講演 

④ 特別講演 ⑤ 閉会挨拶 

（本大会の模様は ユーチューブで配信しています。） 

① 挨拶・祝辞・表彰式 
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〔京都労働局長表彰・京都労働基準協会長表彰〕
令和 4 年度 安全衛生に係る優良事業場・個人に対する表彰令和 4 年度 安全衛生に係る優良事業場・個人に対する表彰

全国安全週間

・永年にわたり京都下支部の化学紙印刷部会の副部会長ならびに京都下労基だよりの編集委員として協会運営に貢
　献していること。
・社内の安全衛生委員会事務局として、教育指導を行うと共に安全パトロールの強化を図り、災害の未然防止に積
　極的に取組んでいること。 

「京都労働基準協会長表彰」受賞者のみなさん 坂本会長（左）から清水氏（右）に授与

◇（公社）京都労働基準協会長表彰＜個人表彰＞
◎清水  徹 氏（株式会社松井色素化学工業所）

　この度は、令和 4 年度公益社団法
人京都労働基準協会長賞「個人表彰」
を賜り、誠に有難く、厚く御礼を申
し上げます。これもひとえに、京都
労働局をはじめ京都下労働基準監督
署、並びに公益社団法人京都労働基

準協会京都下支部関係各位のご指導ご鞭撻によるもの
と、深謝申し上げます。
　弊社は、大正 13 年、絵具商として東山区で創業し、
時代や市場のニーズ変化、弊社を取巻く様々な環境変
化に応じて、事業転換・拡大を続け、来年には創業
111 年という節目を迎えます。現在も創業者の絵具商
人としての思想や哲学は、社内でも受け継がれており、
その考え方はモノを売るだけの商いからモノづくり、
更には弊社独自製品の研究開発と拡大を続け、今日に
至ります。
　創業の地（東山区）の町工場を現山科区に移転（昭
和 41 年）後は、事業拡大に伴う工場の増設を続けて
きました。法規制等により、大規模な改築・修繕も行
えず、築 35 年を超える建物ばかりですが、『物は大切
に』という創業者の社訓第 1 条を順守しながら、従業
員のための「安全確保・健康保持・快適な職場整備」

を優先事項と捉え、安全・衛生管理を続けております。
　老朽化した建物、設備の下では、安全に関する維持
や管理は非常に難しく、従業員一人ひとりの意識ある
行動をなくしては、事故を未然に防ぐことはできませ
ん。私は 2114 年の入社ですが、入社時より行動意識
や取り組み姿勢の厳しい指導を上司・先輩から受け、
今私がそれを継承して、指導する立場にあります。
　危機意識をもって防止対策を行っていても、無事故・
無災害を続けることはできません。従業員の行動に対
しても「人は間違える」「人はミスをする」ものと理
解して、起きた事故や災害等の真の要因や原因を突き
詰め、適切な対策を講じるとともに、結果の確認を怠
らないことを最重要点と捉え、フールプルーフの考え
に基づく組織構造を構築し、この体制が 111 年間培わ
れてきた弊社に新たに浸透させ、社風として定着させ
たいと思います。 
　最後になりましたが、この度の受賞を励みに全従業
員が「安全・安心・快適」に働ける職場環境つくりに、
今まで以上に取り組んで参る所存でございますので、
今後とも関係各位のご指導を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。   
　この度は、誠にありがとうございました。
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ずいひつ

「今が在ることに感謝」「今が在ることに感謝」「今が在ることに感謝」「今が在ることに感謝」
都タクシー（株）総務部長　

ひがし都交通（株）常務取締役

伊 藤　 由 夫

　今年も京都にコンチキチン…と祇園囃子が鳴り響
く季節となり京都人としては心が躍る夏が来たなー
と身も心も感じる今日この頃…年々暑さが増す世の
中「健康」の大切さが身に染みる毎日です。
　ひと昔前、いや ふた昔前は京の町屋の前では家族
を守るお母さんやお祖母ちゃんが打ち水をして伝統
的な涼み方で夕暮れ時はほっこりと情緒ある風情が
癒してくれていました。…そんな京都の街も誰もが
マスクを着用し太陽に照らされたアスファルトの熱
気で額に汗を滲ませるといった様子に、ただただ世
の中が変わってしまったな～と淋しい思いになりま
す。
　そんな「昔はよかったな～」なんて口にする歳に
自分がなり、改めて今を生き今が在ることに「感謝」
という言葉の重さを実感しています。
　今から 6 年前の 2116 年の出来事でした。

「近頃やたら血圧も高くていやに肩が凝るし調子が
悪いな」なんて軽い気持ちで考えて何時ものように
家内に「行ってくるわ」と告げ玄関を出ました。そ
して何時ものように仕事を終え「ただいま」と家で
くつろいでいると時より首の周りが異様に熱くなり
手の感覚が薄れる。その夜、身体中に激痛が走りま
すがこんなもの今に収まるだろうと高をくくってい
た自分が居た、その激痛は 21 分おきに訪れ声を出
してうなるほどに変化していきました。夜明け前、
私は「タクシーを呼んでくれ、ご近所さんに迷惑を
かけたくないから救急車は呼ぶな！」と偉そうに家
内に言っていた自分を覚えています。
…家内は異様な私の様子を察知し救急車を要請…病
院に着くなり私が着ていた服はすべてハサミで切り
裂かれ、ものすごい数の機器が全身に取り付けられ
ました。心電図の音だけが大きく鳴り響き病院の救
急スタッフの声がざわざわとエコーがかかったよう
な感じで心音が弱まるのを耳で受け止めるだけでし
た。やがて機械の音がピーッと連続音に変わり鳴り
響く…家内の「どこ行くの！行ったらあかん！」の
呼びかけに「すまんかった」と返した後、いやに明
るい光が輝いて自分の身体が包み込まれたような時
間が流れていった。やがて真っ暗に…
気が付いたとき…恐ろしい数のモニターが心臓の波

や数字をまるで映画のテロップのように流し、点滴
の管が私の腕や足と天井を繋いでいました。
…「おかえり」と湿ったガーゼで口元に水分を含ま
せてくれる家内…

「ただいま」と私は弱々しい声で返事をしたら「三
日間待ったよ」と言われ生死をさまよっていたこと
を悟り涙がボロボロあふれ出たことを昨日のように
思い出します。
　そして一か月半の入院リハビリ生活を送りまし
た。退院の朝に手術を施した先生に自分の心臓画像
を見せられ「この左上の心臓三割は動いていません。
つまり壊死しています。一生回復することはありま
せんが…大丈夫！」と告知された時、ただ一言「あ
りがとうございます」という言葉しか出ませんでし
た。生きている自分が在ることを実感したのです。
　あれ以来、我が家では “ こってり ” といわれる脂
料理は消えて食卓にはこれでもかというほどの野菜
がてんこ盛り、週一回の心臓機能を失わない為のリ
ハビリと夫婦で毎週、日曜には朝からスポーツジム
に通い慣れない ZUMAB ダンスにヨガでわいわい笑
いマシンでウォーキング…そんな日々を笑顔で送れ
る毎日が在ります。
　あの 6 年前から家内は毎朝、出社する私の姿が見
えなくなるまで手を振り見送ります。
　「なぜそうするの？」と聞くと「たとえ死に際に
会えなくても後悔しないように、あなたの言葉、あ
なたの姿を目に焼きつつけておきたい」…そう答え
る家内に「ありがとう」としか言えませんでした。
そういう私は…毎晩、寝床に向かう家内に「今日も
支えてくれてありがとう」って頭を下げ心の中で手
を合わせ「今日も一日無事に終えられたことを感謝
しますと」唱え眠りにつきます。朝を迎えたら「今
日も笑顔をありがとう」と家内へのひと言から始ま
り、朝日に向かって「一日の始まりを迎えられたこ
とに感謝します」と心で唱え会社へ向かいます。
辛いことも悲しいことも、楽しいことも幸せだと思
えることも…今この瞬間があるから感じられる。一
日を一生懸命に生きる。この幸福…
今が在るから感じられる。

「今が在ることに感謝」

京都下労基だより 2022.8.118



区区        分分

業業　　　　種種

1177 11 11

2266 42 -16 -38.1  
22 10 -8   -80.0   
33 1 2    200.0   
00 0 ±0  ―    
11 2 -1   -50.0   
22 1 1    100.0   
00 1 -1   -100.0  
11 1 ±0  ―    
77 6 1    16.7    
44 5 -1   -20.0   
11 7 -6   -85.7   
00 0 ±0  ―    
00 1 -1   -100.0  
55 7 -2   -28.6   

00 0 ±0  ―    

2211 24 -3  -12.5  11 1

33 4 -1   -25.0   
1122 10 2    20.0   11 1

木木 造造 家家 屋屋 等等 建建 築築 工工 事事 業業  
66 10 -4   -40.0   

3388 34 4   11.8    
1155 9 6    66.7    
2222 25 -3   -12.0   
11 0 1    ―    

11 0 1   ―    
  林林                 　　   業業 00 0 ±0   ―     

4444 39 5   12.8    
3300 28 2     7.1      

55 3 2    66.7    

8888 50 38   76.0    
4455 26 19   73.1    

1155 11 4    36.4    
33 1 2     200.0    

1100 9 1     11.1     

00 0 ±0   ―     

1133 25 -12  -48.0   

99 21 -12   -57.1    

11 1 ±0   ―     

1166 22 -6   -27.3   

22 6 -4    -66.7    
※ 休業４日以上の死傷災害数は労労働働者者死死傷傷病病報報告告による。　 死亡災害は死死亡亡災災害害報報告告による。

警警 備備 業業

金金 融融 ・・ 広広 告告 業業

保保 健健 衛衛 生生 業業
社社 会会 福福 祉祉 施施 設設

接接 客客 娯娯 楽楽 業業
旅旅 館館 業業

飲飲 食食 店店

ゴゴ ルル フフ 場場 のの 事事 業業

清清 掃掃 ・・ とと 畜畜 業業
ビビ ルル メメ ンン テテ ナナ ンン スス 業業

産産 業業 廃廃 棄棄 物物 処処 理理 業業

そそ のの 他他

小小 売売 業業

3 -2     -66.7    
そそ のの 他他 のの 建建 設設 業業

運運　　　　輸輸　　　　業業
鉄鉄 道道 等等 ・・ 道道 路路 旅旅 客客 運運 送送 業業

11

道道 路路 貨貨 物物 運運 送送 ・・ 陸陸 上上 貨貨 物物 取取 扱扱 業業

そそ のの 他他 のの 運運 輸輸 交交 通通 ・・ 港港 湾湾 運運 送送 業業

  農農林林・・畜畜産産・・水水産産業業
林林 業業

  商商                　　  業業

そそ のの 他他 のの 製製 造造 業業

鉱鉱    　　　　　　      業業

建建　　　　設設　　　　業業
土土 木木 工工 事事 業業

建建 築築 工工 事事 業業

電電 気気 ・・ ガガ スス ・・ 水水 道道 業業

食食 料料 品品 製製 造造 業業

繊繊 維維 工工 業業 ・・ 繊繊 維維 製製 品品 製製 造造 業業

木木材材・・木木製製品品・・家家具具等等製製造造業業

パパ ルル ププ ・・ 紙紙 ・・ 印印 刷刷 ・・ 製製 本本 業業

化化 学学 工工 業業

窯窯 業業 土土 石石 製製 品品 製製 造造 業業

鉄鉄 鋼鋼 ・・ 非非 鉄鉄 金金 属属 製製 造造 業業

金金 属属 製製 品品 製製 造造 業業

一一 般般 機機 械械 器器 具具 製製 造造 業業

電電 気気 機機 械械 器器 具具 製製 造造 業業

輸輸 送送 用用 機機 械械 等等 製製 造造 業業

対対前前年年
増増  減減

全全　　    産産　　    業業 226677 225500 66..88

44年年 33年年

製製　　　　造造　　　　業業

令令和和44年年 令令和和33年年 対対前前年年
増増  減減

増増  減減  率率
((%%))

京京都都下下労労働働基基準準監監督督署署管管内内のの 業業 種種 別別 労労 働働 災災 害害 発発 生生 状状 況況
令令和和44年年66月月末末現現在在

京京都都下下労労働働基基準準監監督督署署

休休業業４４日日以以上上のの死死傷傷災災害害 死死    亡亡    災災    害害

2022/7/15
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京京都都下下労労働働基基準準監監督督署署

被災者概要

事業場規模

4月 建設業 男２０代

１０時 （
木造家屋建
築工事業

）（ 足場 ） 0～9人

被災者概要

事業場規模

５月 その他 男６０代

１７時 （
ビルメンテ
ナンス業

）（
屋根、はり、
もや、けた、

合掌
） 50～99人

６月 その他 男６０代

１２時 （ 警備業 ）（高所作業車） 50～99人

７月 商業 男４０代

７時 （
その他の卸

売業
）（ トラック） 0～9人

１２月 その他 男５０代

３時 （
産業廃棄物

処理業
）（ トラック） 10～49人

災　害　の　概　要

1

仮設物、建
築物、構築

物等
墜落、転落

外壁のサイディングを取り外す作業を行っていた被災
者がくさび足場の第２層目（高さ約４．５ｍ）から墜
落したもの。

№
発生月
時間

業　　種 起因物 事故の型

4

動力運搬機

墜落、転落

最大積載量１０．６トンの貨物自動車の高さ約３．５
メートルの荷台（積み荷であるゴミ）の上で荷下ろし
のためのシート外しを荷台後方で行っていたところ、
墜落したもの。

2

建設機械等
交通事故
（道路）

別の者が運転する高所作業車がバックしたところ、被
災者に激突し、被災者が当該高所作業車の下敷きと
なった。

3

物上げ装
置、運搬機

械 交通事故
（道路）

被災者が停車している３ｔダンプと４ｔダンプの間に
立っていた際、同僚が４ｔダンプに乗車して運転し後
退させたため、被災者が３ｔダンプと４ｔダンプの間
にはさまれ、２日後に死亡したもの。

災　害　の　概　要

1

仮設物、建
築物、構築

物等
墜落、転落

ビルにて警備を行っている労働者が、警備時間中に屋
上から墜落したもの。

№
発生月
時間

業　　種 起因物 事故の型

令令 和和 33 年年 死死 亡亡 災災 害害 一一 覧覧

令令 和和 44 年年 死死 亡亡 災災 害害 一一 覧覧

-9-
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化学物質規制が大きく変わります 

 

 詳細は、厚生労働省ホームページ内 

 「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」をご参照ください。                           
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html  
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の
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深夜・休日労働の取扱い

代替休暇

月 時間を超える時間外労働を深夜（ ～ ）の時間帯に行わせる
場合､深夜割増賃金率 ％＋時間外割増賃金率 ％＝ ％となります。

月 時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま
せんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

深夜労働との関係

休日労働との関係

月 時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は ％以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

（※）法定休日労働の割増賃金率は、 ％です。

（割増賃金）
第○条 時間外労働に対する割増賃金は､次の割増賃金率に基づき､次項の計算方法によ

り支給する。
（１）１か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この

場合の１か月は毎月１日を起算日とする。
① 時間外労働６０時間以下・・・・２５％
② 時間外労働６０時間超・・・・・５０％

（以下、略）

（就業規則の記載例）

月 時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた
め引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を
付与することができます。

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があ
ります。

｢モデル就業規則｣も参考にしてください。

就業規則の変更

中小企業の事業主の皆さまへ

月６０時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

２０２３年４月１日から

１か月の時間外労働
１日８時間・１週 時間

を超える労働時間

時間以下 時間超

大企業

中小企業

１か月の時間外労働
１日８時間・１週 時間

を超える労働時間

時間以下 時間超

大企業

中小企業

（ 年３月 日まで）

月 時間超の残業割増賃金率
大企業は ％（ 年４月から適用）

中小企業は ％

（ 年４月１日から）

月 時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに ％
※中小企業の割増賃金率を引き上げ

◆改正のポイント
中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります

➢➢ 年４月１日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

業種 ① 資本金の額または出資の総額 ② 常時使用する労働者数

小売業 万円以下 人以下

サービス業 万円以下 人以下

卸売業 １億円以下 人以下

上記以外のその他の業種 ３億円以下 人以下

（※）中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。
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助成金のご案内

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などの法令に関する知識や
労務管理体制についてのご相談に、窓口・電話で対応・支援して
います。
また、ご希望があれば、個別訪問での相談・支援も行っています。

都道府県労働局
・パートタイム労働者、有期雇用労働者関係
：雇用環境・均等部 室

・派遣労働者関係：需給調整事業部 課･室

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働
者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

働き方改革推進支援センター
働き方改革関連法に関する相談、労働時間管理のノウハウや賃金制度
等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、
社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

産業保健総合支援センター 医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、
産業保健の専門家が相談に応じます。

よろず支援拠点 生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題につい
て、専門家が無料で相談に応じます。

ハローワーク 求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会な
どを実施しています。

医療勤務環境改善支援センター
医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応
じて、総合的なサポートをします。

▶「いきサポ」で検索

相談窓口のご案内

働き方改革推進支援助成金 生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に
対して、その実施に要した費用の一部を助成

業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定
以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を
助成

（ ）

具体的な算出方法（例）

働き方改革推進支援助成金の活用方法（例）

法定休日労働 月 時間を超える時間外労働

➢１か月の起算日は毎月１日
➢法定休日は日曜日
➢カレンダー中の青字は、時間外労働時間数

割増賃金率

♦時間外労働（ 時間以下）
♦時間外労働（ 時間超）
♦法定休日労働

カレンダー白色部分 ＝ ％
カレンダー緑色部分 ＝ ％
カレンダー赤色部分 ＝ ％

日 月 火 水 木 金 土

５時間 ５時間 ２時間 ３時間 ５時間

５時間 ２時間 ３時間 ５時間 ５時間 ５時間

３時間 ２時間 ３時間 ３時間 ３時間

３時間 ３時間 ２時間 １時間 ２時間 １時間

３時間 １時間 １時間 ２時間

➢時間外労働の割増賃金率
時間以下･･･ ％
時間超･････ ％

●勤怠管理システムを導入
各自の労働時間を 把握し、
業務を平準化

●就業規則に月 時間超の
割増賃金率の規定を改正

労務管理の報告業務が非効率な状
況で、時間外労働時間が月 時間
を超える労働者が複数名存在した

勤怠管理システム導入費用
と就業規則の改正費用に、
働き方改革推進支援助成金
を活用
助成率 ％
一定の要件を満たした場合 ％

上限額 最大 万円
事業場内賃金の引き上げ等の
一定の要件を満たした場合
最大 万円

取り組みの結果、時間外労働時間
が月 時間を超える者がいなく
なった

算出例

［活用例］

か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して 時間を超えた時点
から ％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業事業
主に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。
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 く⾼齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費⽤を補助対象とします。

 助対象となる職場環境の改善対策

 ：申請内容の確認のため、（⼀社）労働安全衛⽣コンサルタント会が実地に調査することがあります。

補助対象となる対策の具体例や、補助の対象とならないものについては、

Q&Aにまとめていますので、申請前に必ずご確認ください。→QRコード

１  く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費⽤

２ ⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊に係る費⽤

３ 健康や体⼒状況等の把握に関する費⽤

４ 安全衛⽣教育の実施に関する費⽤

１ 働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防

◇ 介護における移乗介助の際の⾝体的負担を軽減する機器

◇ 介護における⼊浴介助の際の⾝体的負担を軽減する機器

◇ 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる⼩型携帯機器 ( ウェアラブルデ

バイス ) を⽤いた健康管理システムの利⽤

◇ ⾶沫感染を防⽌するための対策

※使い捨てマスク等の消耗品、ビニールカーテン等の仮設の設備は対象となりません。

２ ⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊

◇ 通路の段差の解消（スロープの設置等）、階段への⼿すりの設置

◇ 床や通路の滑り防⽌対策（防滑素材の採⽤、防滑靴の⽀給）

◇ 危険箇所への安全標識や警告灯の設置

◇ 業務⽤の⾞両への⾃動ブレーキ⼜は踏み間違い防⽌装置の導⼊

◇ 熱中症リスクの⾼い作業がある事業場における休憩施設の整備、送⾵機の設置

◇ 体温を下げるための機能のある服

◇ 不⾃然な作業姿勢を改善するための作業台等の設置

◇ 重量物搬送機器・リフト

◇ トラック荷台等の昇降設備

◇ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツ

３ 健康や体⼒の状況の把握等

◇ 体⼒チェック

◇ 運動・栄養・保健指導等の実施（健康診断、⻭科検診、体⼒チェックの費⽤を除く。）

◇ 保健師やトレーナー等の指導による⾝体機能の維持向上活動

４ 安全衛⽣教育

◇ ⾼齢者の特性を踏まえた安全衛⽣教育

※労働者個⼈ごとに費⽤が⽣じる対策（ウェアラブルデバイス、防滑靴、体⼒チェックなど）

については、雇⽤する⾼年齢労働者の⼈数分に限り補助対象とします。

具体的には次のような対策が対象となります。

 フト、スライディングシート

等を導入し、抱え上げ作業を抑制

階段には手すりを設け、可能な

限り通路の段差を解消する

涼しい休憩場所を整備し、

通気性の良い服装を準備する

解消できない危険箇所に

標識等で注意喚起

防滑靴を利用させる

不自然な作業姿勢をなくすよう作業台の高さや

作業対象物の配置を改善する

高齢者における

安全衛生に関する研修会

例えば戸口に段差がある時

 年齢労働者を雇⽤する中⼩企業事業者の皆様へ 令和４年度（2022年度）版

 令和4年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

 助⾦申請期間 令和４年５⽉11⽇〜令和４年10⽉末⽇

次の（１）〜（３）全てに該当する事業者が対象です。

※ 労働者数⼜は資本⾦等のどちらか⼀⽅の条件を満たせば中⼩企業事業者となります。

（３）労働保険に加⼊している

業種
常時使⽤する

労働者数

資本⾦⼜は

出資の総額

⼩売業、飲⾷店、持ち帰り配達飲⾷サービス業

医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習⽀援
業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・
専⾨・技術サービス業など

100⼈以下

製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、
⾦融業、保険業など

300⼈以下

対象となる事業者

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

⼀般社団法⼈ ⽇本労働安全衛⽣コンサルタント会

補助金額

■近年の 齢者の就労拡⼤に伴い、 齢者の労働災害が増えています。

■ 齢者が安⼼して安全に働けるよう、 齢者にとって危険な場所や負担の⼤きい作業を解消

し、働きやすい職場環境をつくっていくことが必要です。

■ 齢者が就労する際に感染症予防が特に重要となる社会福祉施設、医療保健業、旅館業、飲

⾷店等の接客サービス業等では、利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を

防⽌するため、対⼈業務を簡素化できる設備改善や作業改善が望まれています。

■エイジフレンドリー補助⾦は、職場環境の改善に要した費⽤の⼀部を補助します。是⾮ご活

⽤ください。

補助対象： 年齢労働者のための職場環境改善に要した経費（物品の購⼊・⼯事の施⼯等）

補 助 率：１／２

上 限 額：１００万円（消費税は除く。）

※この 助⾦は、事業場規模、⾼年齢労働者の雇⽤状況等を審査の上、交付を決定します。

（全ての申請者に交付されるものではありません。）

（１） 年齢労働者（60歳以上）を常時１名以上雇⽤している

（２）次のいずれかに該当する中⼩企業事業者

卸売業 卸売業 100⼈以下 １億円以下

３億円以下

⼩売業

サービス業

その他の業種

50⼈以下 5,000万円以下

5,000万円以下

（対策を実施する業務に就いていること。）
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 取り組むべき事項を知りたいとき

 好事例を知りたいとき

⇒ 厚⽣労働省ホームページ
（先進企業）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000156041.html
（ 製 造 業 ）https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1003-2.html

⇒ 独⽴⾏政法⼈⾼齢・ 障害・求職者雇⽤⽀援機構ホームページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/statistics.html

 ⾼齢者のための対策について個別に相談したいとき

各企業の実情に応じて、以下の項⽬に対する専⾨的かつ技術的な 談・助⾔を⾏っています。
●⼈事管理制度の整備に関すること ●能⼒開発に関すること
●賃⾦、退職⾦制度の整備に関すること ●健康管理に関すること
●職場の改善、職域開発に関すること ●その他⾼年齢者等の雇⽤問題に関すること

 談・助⾔

中⼩規模事業場 安全衛⽣サポート事業 個別⽀援

■労働災害防⽌団体 問い合わせ先
・中央労働災害防⽌協会           技術⽀援部業務調整課   03-3452-6366 （製造業、下記以外の業種関係）
・建設業労働災害防⽌協会          技術管理部指導課     03-3453-0464 （建設業関係）
・陸上貨物運送事業労働災害防⽌協会     技術管理部        03-3455-3857 （陸上貨物運送事業関係）
・林業・⽊材製造業労働災害防⽌協会     教育⽀援課        03-3452-4981 （林業・⽊材製造業関係）
・港湾貨物運送事業労働災害防⽌協会     技術管理部        03-3452-7201 （港湾貨物運送事業関係）

 Ｒ４．５）

65歳超雇⽤推進プランナー・⾼年齢者雇⽤アドバイザーをご活⽤ください

令和2年3⽉16⽇付け基安発0316第１号  
「⾼年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインの策定について」

受付時間：平⽇10:00〜12:00、13:00〜16:00（⼟⽇祝休み）

◎ホームページに、交付規程、申請書様式などを掲載していますので、ご確認をお願いします。

（８⽉８⽇〜１２⽇（夏季休暇）、１２⽉２８⽇〜１⽉４⽇（年末年始）を除く。）

この補助⾦についてのお問合せは、この補助⾦についてのお問合せは、

 般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 

エイジフレンドリー補助金事務センターまで

無 料

無 料

https://www.jashcon-age.or.jp

〇 お近くのお問合せ先は、⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構のホームページ（https://www.jeed.go.jp）から確認できます。
〇「70歳雇⽤事例サイト(https://www.elder.jeed.go.jp/)」により、70歳以上継続雇⽤制度を導⼊した企業や健康管理・職場の改善等
  に取り組む企業事例をホームページにて公開しています。

⾼年齢労働者が安⼼して安全に働ける職場環境づくりのため、事業者と労働者に求められる取組を⽰した「⾼年齢労働者の安全

と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）を活⽤しましょう。

中⼩企業診断⼠、社会保険労務⼠等、⾼齢者の雇⽤に関する専⾨的知識や経験などを持っている外部の専⾨家が、企業の⾼
齢者雇⽤促進に向けた取り組みを⽀援します。

労働災害防⽌団体が中⼩規模事業場に対して、安全衛⽣に関する知識・経験豊富な専⾨職員を派遣して、⾼年齢労働者対策を
含めた安全衛⽣活動⽀援（現場確認・ヒアリング・アドバイス）を⾏います。

 考 情 報 考 情 報

03-6381-7507   03-6381-7508

申請関係申請関係 ⽀払関係⽀払関係

〒105-0014 東京都港区芝1-4-10 トイヤビル5階
                   エイジフレンドリー補助⾦事務センター
〒105-0014 東京都港区芝1-4-10 トイヤビル5階
                   エイジフレンドリー補助⾦事務センター

af-hojyojimucenter＠jashcon.or.jp

様式 1、様式 1( 別紙 )、様式 1-1、様式 1-2、
様式 1-3、様式 2 に関するお問合せはこちら

結果連絡 ⽀払資料提出期⽇審査期間申請期間 ( 当⽇消印有効 )

【申請スケジュール】例）7⽉に申請する場合

8 ⽉末⽇〜 9 ⽉初め ⽀払完了後速やかに8 ⽉中7 ⽉ 1 ⽇〜 7 ⽉末⽇

※不⾜資料がある場合等は、スケジュール通りにいかない場合もあります

※⽀払資料の提出の最終締切は令和 5 年 1 ⽉末⽇です。

様式 3、発注書・納品書等、⽀払いに
関するお問合せはこちら

af-shiharai@jashcon.or.jp

申請に関する書類は「申請関係」、⽀払に関する書類は「⽀払関係」宛へお送りください。
※消印⽇が確認できない料⾦別納・後納での郵送はご遠慮ください。

03-6809-4085   03-6809-4086

送 付 先送 付 先

 請手続き

 要な時に手続き

 請に当たっての注意

  この補助⾦は、「補助⾦等に係る予算の執⾏の適正化に関する法律」の対象のため、適正な運⽤が求め

られるものです。補助⾦の実施要領、交付規程等をよく読み、補助⾦の趣旨を理解した上で申請してく

ださい。

  偽りその他不正の⼿段により補助⾦の交付を受けた場合、交付決定の内容や付された条件に違反した場

合は、補助⾦の返還を求めることがあります。

  交付決定を受けられなかった申請案件（９⽉及び10⽉申請分は除く）は、申請期間中に再度の申請が可

能です。

  ただし、不採択となった内容での再申請は受付できません。

この補助⾦は、（⼀社）⽇本労働安全衛⽣コンサルタント会（以下「コンサルタント会」という。）が補

助事業の実施事業者（補助事業者）となり、中⼩企業事業者からの申請を受けて、審査等を⾏い、補助⾦

の交付決定と⽀払いを実施します。

・補助⾦事務センターのHPを参照し、必要書類に過不⾜がないよう申請してください(郵送のみ)。

  https://www.jashcon-age.or.jp

 ◎HP内「申請に必要な提出資料⼀覧」を確認の上提出資料をそろえてください。

・申請は毎⽉末にとりまとめ、翌⽉に審査します。

・必要に応じて電話で確認する場合があります。

・審査結果は、審査した⽉の⽉末から翌⽉初めとなります。

・交付を決定した案件は、申請代表者宛に交付決定通知書を郵送します。

 不採択の場合は、申請担当者宛にメールにより通知します。

・交付決定⽇以降に対策を実施し、費⽤を⽀払ってください。

 （交付決定通知書が到着したらできるだけ早く対策を実施すること。）

※交付決定通知書を受領したのち、物品の購⼊、⼯事の発注施⼯に着⼿してください。

 交付決定⽇以前の物品の購⼊、⼯事の発注施⼯は、補助⾦の⽀払いが認められません。

・実績報告書及び精算払請求書をエイジフレンドリー補助⾦事務センターへ提出（郵送のみ）

※⽀払完了後、速やかに提出してください（⽀払⽇から２０⽇以内が⽬安となります）

※最終提出期限は令和5年1⽉末⽇です。令和5年1⽉末⽇(当⽇消印有効)までに必ず提出してくだ

 さい。提出期限を超えて提出された場合には、補助⾦の⽀払いはできません。

補助⾦を受けた機材等のうち50万円以上の物について、補助を受けた年度終了後5年以内に、事業の廃⽌等に

伴い、譲渡し、⼜は廃棄する場合は、承認⼿続きが必要です。

  補助金交付申請（中小企業事業者）

② 審査等（補助金事務センター）

③ 交付決定通知書の発行（補助金事務センター）

④ 対策の実施・費用の支払い（中小企業事業者）

⑤ 実績報告書・精算払請求書提出（中小企業事業者）

⑥ 確認、補助金の交付（補助金事務センター）

財産を処分する場合の承認申請

申請期間は５⽉ 11 ⽇から 10 ⽉末⽇までです

・実績報告書及び精算払請求書を確認の上、確定通知書等を郵送し、補助⾦を振り込みます。

※交付決定額が予算額に達した場合、申請期間中であっても受付を締め切ります。あらかじめご了承ください。

署
の
お
知
ら
せ

京
都
下
労
基
だ
よ
り
2022.8.1

28



三三洋洋化化成成工工業業株株式式会会社社    ～～三三つつ星星認認定定取取得得！！～～  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企 業 名 段 階 認定年月 常時雇用する労働者 
株式会社京都銀行 ★★★ 平成 28 年 4 月 3,161 名 
三洋化成工業株式会社 ★★★ 令和 ４年３月 1,715 名 
京都中央信用金庫 ★★★ 令和 元年 5 月 2,860 名 
マクセル株式会社 ★★ 令和 ２年 5 月 2,492 名 
株式会社ワコール ★★★ 令和 ３年２月 5,259 名 

京京都都府府内内のの認認定定企企業業一一覧覧（30 社中、会員事業場を抜粋）アイウエオ順 令和 4 年 5 月末現在 

★★★ 

★★ 

★ 

三洋化成グループは、「”人”中心の経営」の実践により、従業員一人ひとりが会社とともに成長 
し、働きがいや幸せを実現できる会社でありたいと考えています。 これまで、「仕事」と「育児」 
の両立支援および女性の活躍支援等、職場環境整備に取り組んできました。 

今後も、更なる女性の活躍推進に取り組み、’２３年度までに女性リーダー職比率１５％以上、女 
性管理職比率６％以上を目標とし、女性管理職数の着実な増加に繋げていきます。 

・正社員の採用において、男女の競争倍率の差が少ない。  
・すべての雇用管理区分において、各月の時間外労働及 

び休日労働の時間数が非常に少なく、正社員であって 
も平均で 8 時間を超える月がない。  

・現行の一般事業主行動計画においても、女性管理職及 
び管理職候補であるリーダー職の育成に数 値目標を             
掲げて取り組んでいる。 

 
 
 

〔金刺局長（右）から安藤会長（左）に認定通知書を交付〕   
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若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況などが優良
な中小企業（３００人以下）が一定の要件を満たし、申請を行うことにより、厚生労
働大臣の認定を受けることができます。

【主な認定基準】
・学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が２０％以下
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が２０時間以下かつ、月平均の法定時間外労働６０時
間以上の正社員が１人もいないこと
・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均７０％以上または年間取得日
数が平均１０日以上
・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上または女性労働者の育児休業等取得率
が７５％以上
・定められた青少年雇用情報について公表していること
【お問い合わせ】
・京都労働局訓練室（075‐277-3224）または最寄りのハローワーク

えるぼし・プラチナえるぼし認定企業

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出を行った事業主が、一定の要件を満た
し、申請を行うことにより厚生労働大臣の認定を受けることができます。

【主な認定基準】※基準を満たした項目数等により、マークの種類（１～３段階）が変わります。
・適切な行動計画を定めたこと
・採用：男女別の採用における競争倍率が同程度であること
・継続就業：女性の平均勤続年数または継続雇用割合が男性と比べて一定の基準を下回ってないこと
・働き方：法定時間外・法定休日労働時間数の平均が各月４５時間未満であること
・女性管理職の割合：管理職（課長級以上）に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上である
こと、プラチナの場合は１．５倍以上であること
・多様なキャリアコース：女性の正社員としての再雇用、概ね30歳以上の女性の正社員採用の実績を有
すること等
※「プラチナえるぼし認定」については、上記に加え、適切な一般事業主行動計画を策定し、計画に
基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと等

【お問い合わせ】
・京都労働局雇用環境・均等室（075‐241-0504）

くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん・くるみんプラス認定企業

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定・届出を行った事業主が、一定の

要件を満たし、申請を行うことにより厚生労働大臣の認定を受けることができます。

【主な認定基準】
・行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成していること
・男性労働者の育児休業取得率・女性労働者の育児休業取得率がそれぞれ一定基準以上であること
・フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月４５時間未満であること
・月平均の法定時間外労働６０時間以上の労働者がいないこと
・３歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に
関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
・「所定外労働削減」・「年次有給休暇の取得促進」・「その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の
整備」のための措置のうちいずれかを具体的な成果に係る目標を定め実施していること
※「プラチナくるみん認定」については、くるみん認定を取得した上で、さらに高い水準の取組を行うこと
が求められます。
※「くるみんプラス認定」については、くるみん認定基準に加えて不妊治療と仕事の両立に関する取組
を行うことが求められます。

【お問い合わせ】
・京都労働局雇用環境・均等室（075‐241-0504）

ユースエール認定企業

検索若者雇用促進総合サイト

検索女性活躍推進法特集ページ

検索くるみん認定を目指しましょう

令和４年５月作成

若若者者がが活活躍躍ししてていいまますす！！

ユユーーススエエーールル認認定定企企業業
若若者者のの採採用用・・育育成成にに積積極極的的でで、、雇雇用用管管理理のの状状況況ななどどがが
優優良良なな中中小小企企業業（（３３００００人人以以下下））をを認認定定ししてていいまますす。。

ええるるぼぼしし・・ププララチチナナええるるぼぼしし、、トトラライイくくるるみみんん・・くくるるみみんん・・ププララチチナナくくるるみみんん・・くくるるみみんんププララスス
ににつついいててはは・・・・・・ ⇒⇒京京都都労労働働局局雇雇用用環環境境・・均均等等室室（（075-241-0504））ままでで

ユユーーススエエーールル認認定定ににつついいててはは・・・・・・
⇒⇒京京都都労労働働局局訓訓練練室室（（075-277-3224））ままたたははハハロローーワワーーククままでで

女女性性がが活活躍躍ししてていいまますす！！

ええるるぼぼしし認認定定企企業業
ププララチチナナええるるぼぼしし認認定定企企業業

女女性性活活躍躍推推進進のの取取組組がが
優優良良なな企企業業をを認認定定ししてていいまますす。。

子子育育ててササポポーートト企企業業！！

トトラライイくくるるみみんん認認定定企企業業
くくるるみみんん認認定定企企業業

ププララチチナナくくるるみみんん認認定定企企業業
くくるるみみんんププララスス認認定定企企業業

仕仕事事とと子子育育ててやや不不妊妊治治療療ととのの両両立立支支援援
のの取取組組がが優優良良なな企企業業をを認認定定ししてていいまますす。。
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〒〒660000--88000099　　

}}  2244番番出出口口（（地地下下））直直結結

  2244番番出出口口（（地地上上））東東側側通通路路奥奥

※　駐車場・駐輪場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

※　ビル商業施設（Ｂ１～３Ｆ）内のエレベーターからは来庁することはできせんので、ご注意ください。

：： ：：
：： ：：

【【開開庁庁日日・・開開庁庁時時間間】】

京京 都都 下下 労労 働働 基基 準準 監監 督督 署署

令令和和４４年年６６月月２２７７日日（（月月）） よよりり、、庁庁舎舎移移転転ししままししたた。。

土土日日祝祝及及びび年年末末年年始始をを除除くく平平日日 　　午午前前８８時時3300分分～～午午後後５５時時1155分分

電電話話及及びび ＦＦ ＡＡ ＸＸ 番番号号にに変変更更ははあありり まませせんん 。。

監監 督督 007755--225544--33119966 労労 災災 007755--225544--33119988
安安全全衛衛生生 007755--225544--33119977 ＦＦ ＡＡ ＸＸ 007755--225544--33221100

アアククセセスス
京京 都都 市市 営営 地地 下下 鉄鉄 「「 四四 条条 」」 駅駅 下下 車車
阪阪 急急 京京 都都 線線 「「 烏烏 丸丸 」」 駅駅 下下 車車

京京 都都 市市 ババ スス 「「 四四 条条 烏烏 丸丸 」」 ババ スス 停停 下下 車車

【【新新庁庁舎舎】】
京京都都市市下下京京区区四四条条通通室室町町東東入入函函谷谷鉾鉾町町１１００１１

アアーーババンンネネッットト四四条条烏烏丸丸ビビルル５５階階

旧旧庁庁舎舎よよりり

四四条条通通りりをを西西へへ

約約２２００００ｍｍ
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協会ニュース

正・副部会長会議を開催正・副部会長会議を開催正・副部会長会議を開催正・副部会長会議を開催正・副部会長会議を開催
　6 月 17 日（金）15 時 31 分から京都経済センター会
議室に於きまして、京都下労働基準監督署の菅野副署
長ならびに各方面主任監督官、安全衛生課長にご臨席
いただき、正・副部会長会議を開催しました。
　まず初めに、支部長会社である京都銀行人事総務部
の小林次長による挨拶の後、8 部会を 2 部会ずつ 4 つ
のグループに分けた所に、アドバイザーとして監督署
幹部のみなさま方にお入りいただき、研修テーマにつ
いて検討いただきました。

【ご連絡】研修会のご案内につきましては、開催月の 2 ヵ月前の定期便に同封させていただきます。
　　　　 ※所属部会に関係なくすべて参加できます。

　新型コロナウイルス感染症拡大により、2 年間活
動を休止していましたが、今回は久々の対面によ
る会議となりました。しかし、未だに終息が見込
めないことより、工場見学は次年度に見送り、座
学のみでの研修計画を策定することとなりました。

令和４年度業種別部会活動計画を議論令和４年度業種別部会活動計画を議論令和４年度業種別部会活動計画を議論令和４年度業種別部会活動計画を議論

令和 4 年度 業種別部会活動計画

部 会 名

金 属 機 械 部 会
電 器 部 会

化学紙印刷部会
建  設  部  会

タ ク シ ー 部 会
運 輸 倉 庫 部 会

一 般 部 会
商 業 部 会

座学研修   
　　　テーマ：職場における良好な人間関係を維持する方法
　　　時　期：令和５年２月頃
　　　場　所：京都経済センター会議室

座学研修   
　　　テーマ：・労働災害発生状況および労働行政の最新情報
　　　　　　　・高齢者活躍推進
　　　時　期：令和５年２月頃
　　　場　所：京都経済センター会議室

座学研修
　　　テーマ：・改正労働基準法への対応（残業時間の上限規制）
　　　　　　　・改善基準告示について
　　　　　　　（自動車運転者の労働時間等の改善のための基準）
　　　時　期：令和５年３月上旬
　　　場　所：京都経済センター会議室

座学研修   
　　　テーマ：・ハラスメント対策
　　　　　　　・職場における適正なコミュニケーションについて
　　　時　期：令和５年１月下旬～２月頃
　　　場　所：京都経済センター会議室

活 動 計 画 内 容

京都下労基だより 2022.8.132



◎講習に使用している京都経済センターの会議室借用ルールに関して、新型コロナウイルス感染症拡大
以降の定員が、大幅に縮小（使用料はそのままで 3 人掛けテーブルを 2 名掛に変更）されていますが、
少しでも多くの方に受講いただけるよう 2 部屋を使用することで座席数を確保すると共に、パワーポイ
ント画像も受講者が見やすいよう講師の両サイドに分けて拡張投影しています。

◎ 6 月 11 日、京都経済センターに於いて、京都南支部と共催で新型コロナウイルス感染症対策のもと研
修会が開催されました。研修中におけるマスク着用はもちろんのこと、実技ではチームの一体感を高め
る手法の一つであるタッチ・アンド・コールの演技体験をすべく、全員がテフロン手袋を着用し実施さ
れました。

グループ討議風景

6 月 2 日から 3 日の午前中まで 1日半
開催されました。

6 月 28 日から 29 日の午前中まで 1日半
開催されました。

講習情報！

『安全管理者選任時研修』 『安全衛生推進者養成講習』

『KYT（危険予知訓練）研修』が衛生管理のもと開催されました。

於：京都経済センター
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安安全全衛衛生生教教育育用用 DDVVDD貸貸出出ししリリスストト  兼兼  申申込込書書  

・・使使用用料料金金はは、、１１本本  １１週週間間（（７７日日間間））のの貸貸出出ししでで、、会会員員￥￥888800（（税税込込））  非非会会員員￥￥22,,220000（（税税込込））でですす。。  ※※複複数数本本もも可可  

・・原原則則ととししてて貸貸出出しし・・ごご返返却却のの際際ににはは、、当当事事務務所所ままででおお越越ししくくだだささいい。。  ※※レレンンタタルル料料はは前前払払いいととななりりまますす。。  

・・事事前前ににおお電電話話ででごご希希望望ＤＤＶＶＤＤのの貸貸出出しし状状況況ををごご確確認認のの上上、、希希望望欄欄にに✓✓印印をを入入れれてていいたただだきき FFAAXXままたたはは EE--mmaaiill  

ににてておお申申込込みみくくだだささいい。。  

事事業業場場名名                                                                              

電電話話番番号号                                                                              

ごご担担当当者者                                                                              

貸貸出出期期間間          ／／      ～～      ／／        ままでで      
 タ イ ト ル 収録時間 希望欄 
1 新新入入社社員員のの安安全全とと健健康康  22分  

2 ＤＤＶＶＤＤでで早早わわかかりり  労労働働安安全全衛衛生生法法  140分  

3 
みみんんななででリリススククアアセセススメメンントト  
～～アアセセススメメンントト徹徹底底演演習習～～  

24分 
 

4 リリススククアアセセススメメンントトのの考考ええ方方、、進進めめ方方  20分  

5 みみんんななでで取取りり組組むむメメンンタタルルヘヘルルスス  24分  

6 最最新新--ＫＫＹＹＴＴのの進進めめ方方～～基基礎礎 44ララウウンンドド研研修修法法～～  23分  

7 
危危険険予予知知活活動動ののめめざざすすもものの  

～～ヒヒュューーママンンエエララーー事事故故ををななくくそそうう～～  
18分 

 

8 誰誰ももがが危危険険  熱熱中中症症のの新新常常識識  22分  

9 自自転転車車通通勤勤をを安安全全にに  20分  

10 転転倒倒災災害害ははここううししてて防防ぐぐ～～転転ばばぬぬ先先のの安安全全のの知知恵恵～～  17分  

11 たたかかがが脚脚立立!!??さされれどど脚脚立立!!??  19分  

12 
「「ははささままれれ・・巻巻きき込込ままれれ」」災災害害ははななくくせせるる  

～～みみんんななでで摘摘みみととろろうう危危険険のの芽芽～～  
18分 

 

13 働働くく人人のの腰腰痛痛予予防防  18分  

14 「「どどんんなな危危険険ががひひそそんんででいいるるかか」」徹徹底底訓訓練練  27分  

15 みみええなないい空空気気  酸酸欠欠等等のの災災害害をを防防ぐぐ  20分  

16 有有機機溶溶剤剤中中毒毒をを防防ぐぐ  20分  

17 ププレレスス金金型型交交換換作作業業をを安安全全にに  28分  

18 ククレレーーンン玉玉掛掛作作業業とと安安全全  18分  

19 ＲＲＳＳＴＴ講講座座  職職長長教教育育映映像像教教材材集集  ＶＶＯＯＬＬ..11  89分  

20 ＲＲＳＳＴＴ講講座座  職職長長教教育育映映像像教教材材集集  ＶＶＯＯＬＬ..22  87分  

21 ＲＲＳＳＴＴ講講座座  職職長長教教育育映映像像教教材材集集  ＶＶＯＯＬＬ..33  68分  

22 ココンントトロローールル・・ババンンデディィンンググのの進進めめ方方  17分  

23 電電気気取取扱扱いい作作業業のの安安全全～～低低圧圧電電気気のの基基礎礎知知識識～～  18分  

24   転転倒倒予予防防体体操操～～滑滑りり・・つつままずずきき・・踏踏みみ外外ししをを防防ぐぐ～～  24分  

25 交交通通災災害害ゼゼロロをを目目指指ししてて～～交交通通ＫＫＹＹででゼゼロロ災災運運転転をを～～  16分  

26 腰腰痛痛そそのの予予防防とと対対処処法法  20分  

27 知知っってていいまますすかか安安全全配配慮慮義義務務  26分  

28 フフルルハハーーネネスス型型安安全全帯帯（（墜墜落落制制止止用用器器具具））のの正正ししいい使使いい方方  10分  

29 
職職場場ののハハララススメメンントト再再点点検検  ああななたたのの理理解解でで大大丈丈夫夫でですすかか？？（（第第１１巻巻））  

【【パパワワーーハハララススメメンントト編編】】  
27分 

 

30 
職職場場ののハハララススメメンントト再再点点検検  ああななたたのの理理解解でで大大丈丈夫夫でですすかか？？（（第第２２巻巻））  

【【セセククシシャャルルハハララススメメンントト編編】】  
25分 

 

公公益益社社団団法法人人  京京都都労労働働基基準準協協会会  京京都都下下支支部部      
FFAAXX    335533--33553300    EE--mmaaiill：：sshhiimmoo--jjiimmuu@@kkyyoouukkiirreenn..oorr..jjpp  
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前　田　隆　雄長岡京工場長

代表取締役社長

間　野　裕　一

神　林　浩　一

ダ イ ハ ツ 工 業 株 式 会 社
本社（池田）・京都（大山崎）工場（京都地区）

工 場 長 　 福 嶋 　 洋

椿本チエイン長岡京工場株式会社

園　田　修　三

難　波　伸　二京都工場長

三菱ロジスネクスト株式会社

32

2022年8月20日より京都市の区画整理により地番変更しました。
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代表取締役社長

事務所長 佐久間　徹藤　井　康　孝

砂　﨑　達　哉
村　尾　　　修

中　島　規　巨

代表取締役社長
代表取締役社長

代表取締役社長 足　立　正　之代表取締役社長

３２５–５００６（直）

https://www.tokuden.com

北野　嘉秀

京都事務所
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徳　永　幸　雄北 尾  浩 平代表取締役 工場長

前　川　重　信代表取締役会長
中　井　　　亨代表取締役社長

代表取締役社長

福　田　祥　司

積水化学工業株式会社 京都研究所

小　倉　則　夫 北　村　　　正

龍光14-1

樋　口　章　憲

出　口　好　希

代表取締役 会長　 坂本  隆司
代表取締役 会長 松　井　晴　彦

安　田　善　行代表取締役 社長

京都下労基だより 2022.8.138



堀　内　　　明

田　中　勝　久

http://www.tanaka-toba.co.jp/

辻　　　嘉　明

小　銀　　　明工場長

常務執行役員
京都支店長

京都市南区西九条西柳ノ内町8番地
6 3 4 6 5 0 0

〒601-8560

村　田　謙　二代表取締役社長

救急告示病院・地域医療支援病院・臨床研修指定病院・開放型病院・
日本医療機能評価機構認定病院・外国人患者受入れ医療機関認証（ＪＭＩＰ）

ht tps : /www.yasu imoku . co . j p /

代表取締役社長　上村　修三

TEL : 075 -343-2000
京都市下京区東中筋通六条上ル 462 番地の1
〒600 - 8456
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木　村　正　和

日本通運株式会社京都支店
支店長 坂 田 道 治

〒600-8248
京都市下京区大宮通木津屋橋下る上中之町2番地

TEL 075（371）3141

髙　田　康　裕
谷　川　隆　史代表取締役社長

京滋事業部

代表取締役社長

代表取締役社長
執　行　役　員

る

難　波　　　潔

杉　﨑　由　佳

京都下労基だより 2022.8.141



土井 伸宏

株式会 社 近 鉄 ・ 都ホテルズ
ウェスティン 都 ホテ ル 京 都

取締役総支配人 楳　垣　真　弓

〒605-0052 京都市東山区粟田口華頂町一番地（三条けあげ）
TEL  7 7 1 - 7 1 1 1

〒601-8114 京都市南区上鳥羽南鉾立町38番地
T E L 0 7 5 - 6 6 1 - 9 0 2 0

宮　嵜　久　朗

安　原　弘　展

藤　井　健　志 執 行 役 員
大丸京都店長

鈴　木　一　弘

野　村　清　孝

大丸松坂屋百貨店

榊田　隆之

TEL  （ 0 7 5 ）2 2 1– 2 4 0 8
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田　中　淳　史

菅　野　将　行

川　﨑　慶　介

芦　田　知　子

株　本　　　直

大　上　一　正

國　枝　雅　史

山　田　浩　二

吉　田　法　義

藤　原　美　佳

向　山　利　佳

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101
アーバンネット四条烏丸ビル5階
TEL 075－254－3195㈹

〒600-8009

署　　　　長

副　署　長

副　署　長

第一方面主任監督官

第二方面主任監督官

第三方面主任監督官

第四方面主任監督官

安全衛生課長

労災第一課長

労災第二課長

業務課長（命）補償課長

平　井　　　淳
〒615-8081  京都市西京区桂池尻町112番地

TEL：075-841-3432  FAX：075-812-5345
〒604-8492 京都市中京区西ノ京右馬寮町2-7

ブログ
始めました。

http://www.syubisya.co.jp

© Takehiro Iikawa
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京阪ホテルズ&リゾーツ

㈱GSユアサ

ダイハツ工業㈱本社（池田）
　京都（大山崎）工場（京都地区）

関西電力送配電㈱京都支社

尾本　幸三郎・北島　多佳子

支 部 長
副支部長

会計監査

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東函谷鉾町78番地
京都経済センター4階
TEL 3 5 3－ 3 5 2 3  
E-mail：shimo-jimu@kyoukiren.or.jp
URL：https://www.kyoukiren.or.jp/hp/shimo.htm

FAX 3 5 3－ 3 5 3 0

彌榮

公益社団法人
京都労働基準協会  京都下支部

㈱GSユアサ

関西電力送配電㈱京都支社

㈱ワコール

尾本　幸三郎・北島　多佳子

支 部 長
副支部長

会計監査

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東函谷鉾町78番地
京都経済センター4階
TEL 3 5 3－ 3 5 2 3  
E-mail：shimo-jimu@kyoukiren.or.jp

FAX 3 5 3－ 3 5 3 0

彌榮

公益社団法人
京都労働基準協会  京都下支部
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